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木下毅

1. 「イギリス人の法的天分の最も特徴的所産」といわれる「信託」 (trust)

制度は，封建制の崩壊に伴い法の近代化が要請されたときに， コモン・ローを

補完する法体系として発展をみたエクイティの創造にかかる代表的制度である。

イギリスにおいて生れ，アメリカに継受された信託制度は，大陸法系に属する

わが国の私法体系のなかに， 1872年のキャリフォーニア州民事法典 (California
(2) 

Civil Code, 1872)およびイギリスの判例法を制定法化する実験的意味をもって
(3) 

制定された1882年のインド信託法 (IndianTrust Act, 1882)を母法として，摂
(4) 

取されるに至った， といわれる。いわゆる大正デモクラシィ期に「陪審法」と
(5) 

ほぼ時を同じくして摂取された「信託法」（大正11年法律62号）が，それである。

このようにして法体系を異にするわが国に摂取された信託の法制度は，意思理

論に基づく法律行為論，絶対無制限の支配権たる観念的抽象的所有権概念，ぉ
(6) 

よび物権債権の峻別を中核とするわが国の私法体系のなかにあって，あたかも
(7) 

「水の上に浮ぶ油のような異質的存在」とされてきた。

ところが，信託法の制定後，一般にわが国の信託法学者は，英米信託法の基
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信託法研究 第6号

本的構造をかえりみることをせず，わが国の通説は，いわゆるドイツ法的な

「債権説」の法的構成を用いて信託関係を説明しようとしてきた。 99その結果，

信託を設定する当事者の行為＝信託行為は，法律行為たる「契約」として契約

の次元で把握され，受益者の権利は「債権」として構成され，受託者の権利は
(8) 

「完全権」として構成されてきた。

また，わが信託法の母法とされているキャリフォーニア州民事法典は，英米

法系における信託法とはいえ，フランス法の影響を強く受け，主としてフィー
(9) 

ルド (D.D. Field)により起草された1865年の民事法典 (CivilCode)を採択
(10) 

したものであるためか，大陸法的な債権説の立場に基づいている。この点で，

キャリフォーニア州民事法典の立場は，英米法系に伝統的な信託法の立場を必

ずしも正確に反映しているものといえず，むしろ大陸法的立場に近いことは注

意する必要があろう。

かくして，わが国においては，信託行為は，委託者と受託者との間の「法律

行為」と観念され，両者間の合意に基づく「第三者のための契約」として構成

されてきた。英米法系にあっては，「財産法」 (Lawof Property)の一部と観

念されて含た信託行為が，民事法典にいう13種の典型契約と並ぶ「預託型の契
(11) 

約」の一種として位置づけられてきたことは，このことを物語っている。この

ようにわが国においては，信託行為は，「信託契約」として「契約法」 (Lawof 

Contracts)の次元で議論されてきたのである。わが国に伝統的な債権説の立

場はいうに及ばず，かかる通説に対する不満を出発点として英米法的構成を摂

取した最近の有力説においても，「信託」 と「契約」 とは区別されず，信託の

典型的場合である「生前信託」 (trustinter vivos)の設定は，委託者と受託者

との間の「契約」として説かれ，信託行為は第三者約款のついた「信託契約」

として法律構成されてきており， ドイツ法的発想から完全に脱脚したとはいえ
(12) 

ないように思われる。
(13) 

＇これに対し，英米法系においては，「信託」は，「贈与」と共に物権的に構成
(14) 

され，債権的な「契約」とは区別されてきた。英米法系において「信託契約」

とか「贈与契約」といった用語が存在していないことは，このことを物語る証
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拠といえよう。

信託法リステイトメント (Restatement(Second) of Trusts)も，「第三者
(15) 

のためにする契約は，信託ではない」として，契約と信託とを峻別する立場を
(16) 

とっている。

では，いかなる原因によって，かかる法的構成および法的発想の差異が生じ

てきたのであろうか。この点を解明するためには，英米法の法文化的伝統にま

で遡って吟味する必要がある，と思われる。

2. プラグマティズム哲学， ソーシャル・エンジニアリングの理論等で著名

なアメリカの代表的法学者であるパウンド (R.Pound)によれば，英米法の精
(17) 

神ないし伝統を狭く観察すると，二つの特徴が看取される，といわれる。その

特徴の一つは， 「極端な個人主義」 (extremeindividualism)であり，他は，
(18) 

「関係」 (relation)思想ともいうべぎものである。両者は， 全く相異なる方向

を指向する要因であるが，「信託」はこれらのうちで後者の「関係思想」的要
(19) 

素を濃厚に有している法制度の一つとされている。

では， この「関係」とは，具体的にどのような内容を有する概念であろうか。

イギリス法は，歴史的には中世の封建法的なコモン・ローたる不動産法を中

心に形成され，これが歴史的継続性を維持しつつエクイティによって近代化さ

れて行くが，その近代化の過程において信託法理の発展が見られた。封建法に

おいては，封建制度の人的要因である「領主と領民」 (landlordand tenant) 

との間の主従 (lordand man)の関係という思想が， 当初不動産法を中心と

して生成され，時代の進展と共に不動産法の範囲を越えて広く一般的にコモン

・ローの基本的発想＝独自の法的思惟方法を形成してきた。たとえば，代理法

を伝統的には “Law.ofAgency’'とはいわず， “Lawof Principal and Agen『'
．．． 

（本人と代理人とに関する法）と呼び，不動産売買法を “Lawof the Sale of ... 
Land’'といわず， ‘‘Lawof Vendor and Purchaser"（売主と買主に関する法）

(20) 

と呼ぶなど，関係を中核とする発想が，用語例にも顕著に見られる。

この関係思想とは，バウソドによれば，「当事者の意思 (will)と関係なく権
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利義務を設定し，法的効果の基礎として法律行為 (legaltransactions)よりも

むしろ当事者の関係 (relations)を重視し，責任（および法的無能力）を個人

に課すというよりも， むしろあるクラスのメンバとして，ある一定の関係に立
(21) 

っている者に課すという傾向」とされている。

わが法を含む大陸法系に属する法律家は，「すべての法的問題を行為者の意

思，ならびに，その意思および行為の論理的含蓄を中心として考察するのに対

し，英米法系の法律家は，ほとんどすべての法的問題 前世紀において，大

陸法系の法律家の見方を取り入れて処理された問題は別として を，関係お

よびその関係に当然含まれ，またはその関係に効力を付与するに必要な相互的
(22) 

権利義務というその関係の内容を中心として考察する」のである。

このように，英米法の根本思想は，「意思」ではなくして， むしろ「関係」

であり，英米私法においては，あらゆる面で「法律行為」よりもむしろ「関
(23) 

係」に着目する傾向が，強く看取される。

信託についても，かかる関係理論的発想が強く見られる。すなわち，英米の

法律家は，信託を「信託引受もしくは信託宣言または遺言執行者の資格付与に
(24) 

伴う意思表示の内容としては考えない」。彼らは，むしろ「信認関係 (afidu-

ciary relation)に伴う権利義務，および，信義誠実の関係 (arelation of good 

faith)としての受託者の地位 (trusteeship)または遺言執行者の地位 (execu-
(25) 

torship) に効果を付与するものとしての法的内容を考える」 のである。かく

して， 英米法系は，「関係当事者の意思如何にかかわらず， 関係に付加され，

関係に包含される権利義務を伴った信認関係 (fiduciaryrelations) という法
(26) 

的カテゴリを創り上げてきた」のである。
(27) 

信託法リステイトメントが，信託を定義して「財産権に関する信認関係」

(a fiduciary relationship with respect to the property) とし， 「信託義務

は，信認関係 (thetrust relation)から生ずるものであって，合意 (anagree-
(28) 

ment)ないし契約 (contract)に基礎を有するものではない」とコメントして

いるのは，以上に述べてきた英米法系に独自の法的思惟方法である関係思想を

表わしているものといえよう。
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3. かかる観点から比較法的に信託法の基本的構造を問題とする場合，少な

くとも次の三つの主要な特徴が存在しているように思われる。

第1に，わが国における信託は，委託者と受託者との間の債権債務関係ない
・。・

し契約に重点を置いて構成され，委託者と受託者とを対立関係に置く傾向が強
(2 9), 

いのに対し，英米法系における信託の設定は，信託財産を信託目的による拘束
(30) 

を加えつつ自己の財産圏から分離する行為と観念され，信託関係発生後は信託

目的は自立し，委託者の意思から離れた独自の存在を有するに至るため，信託... 
を受益者（委託者ではなく）と受託者との対立関係において構成する傾向が強

(31) 

く見られる。すなわち，英米法系にあっては，委託者の意思は，信託目的とし

て信託財産のなかに化体され，委託者は，固有の信託関係からは離脱すること
(32) 

になる。英米法系において，委託者の権利が，修正権 (apower to amend) 

ないし撤回権 (apower to revoke) として留保されていないかぎり，原則と
(33) 

して認められないのは，かかる理由によるものと思われる。

その結果，わが国の通説的立場からは，生前信託については委託者が信託契
(34) 

約の当事者として受託者に対し履行請求権を有することを認めるのに対し，英
(35) 

米法系においては，委託者は，履行請求権を原則として有しない， とされる。

かくして，英米法系における信託関係は，信託設定後は受益者対受託者の関

係となり，しかも単なる債権債務関係とは異なった信託財産中心の関係となる

のである。

第2に，わが国の信託法は，「法律行為によって発生した信託（設定信託ま

たは任意信託と呼ばれる）を前提としており，ただ，信託終了の際一種の法定
(36) 

信託を認めるにすぎない (63条， 73条）」のに対し，英米法系にあっては，受託

者の信託違反により信託財産が違法に処分された場合などにも，法定（擬制）

信託 (constructivetrust) という法技術を通じて，不当な利得を得た者から

それを吐き出させるために用いられる。そして，その場合に特定の金銭に対す

る所有権という観念が，有効に用いられている。すなわち，受託者が信託義務

違反によって信託財産を第三者に処分し，または自己の固有財産とした場合に
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は，善意有償取得者（bonafide purchaser)の手中に落ちないかぎり，受益者

は，信託財産を追求してその物自体を取り戻すことができる。仮に信託財産を

取り戻すことができなくとも（あるいは，できる場合であっても）， 信託財産
(37) 

の変形物に対して追求権を有する。

このように，信託財産は，観念化された独立的存在となり，信託違反の問題

も信託財産性の一面として理解することが可能となる。信託は，信託財産を中

核として，信託当事者のみならず，一般の第三者をも信託関係のなかに，いわ

ば法定（擬制）的に取り込む。この法定（擬制）信託は，当事者の意思とは無

関係に，法の作用により成立する信託であり，その点で関係理論的アプローチ
(38) 

を示す典型例といえよう。特にアメリカにおいては，この法技術が頻繁に駆使

され，固有の信託の領域外においても，当事者間の関係を妥当に調整してきて
(39) 

いることに注意する必要があろう。

第3に，わが国の通説は，受託者の完全権を認めつつ，受託者は，信託行為

の原因行為によって，信託財産の管理処分をなすべき義務を負わされているも
(40) 

のとしてきた。受託者の権利が「債権」として構成され，受託者の権利が「完

全権」として構成されてきたことは， この間の事情を物語っている。これに対

し，英米法系においては，かかる「所有」と「管理」のギャップ（分裂）を埋

めようとする法の努力がなされてきており，信認関係 (fiduciaryrelation)の

効果として受託者 (fiduciary)たる受託者に忠実義務 (loyalduty)が課せられ
(41) 

ていることは，その一顕現とみられる。そして，この所有と管理のギャップは，

信託関係において最も顕著に見られるところから，形式的には完全権者であり

ながら実質的には管理権者に過ぎない受託者は，受認者のなかでも最も高度の
(42) 

忠実義務を負わされる結果となっている。

4. 以上の叙述を踏まえて信託法の基本的構造を比較法的に探求する場合，

前述の特徴に対応する三つの主要な論点があるように思われる。

第1の論点は，信託（設定）行為を「契約」とみるか，それとも「物権的取

決め」 (propertyarrangement)とみるかに関し，この論点は，主として「信
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(43) 

託宣言」 (declarationof trust) の成立要件をめぐって顕在化する。

第 2の論点は，受益権を「契約上の権利」として構成するか，それとも「物

的権利」をも帯有するものとして構成するかに関し， この点は，「第三者のた
(44) 

めにする契約」と「信託」との関係を如何に把握するかにかかっている。

第 3の論点は，受託者の権利を「完全権」 (ownership) として構成するか，

それとも「財産管理権」 (trusteeship) として構成するかに関し，この点は，

法主体たる受託者の「行為」を中心にとらえるか，それとも「信託財産」を法
(45) 

主体的にとらえるかをめぐって問題となろう。

以上の問題意識の下に，わが国の信託法を念頭に置巻つつ，英米信託法の基

本的構造を比較法的観点から機能的に考察することが，本稿の目的である。
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way of resulting trust, or if he has reserved power to revoke his inter-

est."). See also Scott, supra note 14, at § 200. 1 ; Palmer, supra note 

31, at 357. 

(34) わが法においては，信託を契約として構成するコロラリとして，信託法学者

は委託者の履行請求権をつねに認めている。四宮，前掲（註5)163頁， 就中

註 1。もっとも， 163頁の説明と161頁の説明との間に矛盾が見られる。

(35) Restatement (Second) of Trusts § 200. 

(36) 四宮，前掲（註5) 5頁。

(37) Restatement (Second) of Trusts § 288, Comment a. See also Scott, 

supra note 14, at § 202, §§ 507-52. 

(38) 1 K. Zweigert & H. Kotz, Einfiihrung in die Rechtsvergleichung auf 

dem Gebiete des Privatrechts 337-38 (1971)；大木雅夫訳，比較法概論521

-22頁 (1974).

(39) J.P. Dawson, Unjust Enrichment 26-33 (1951). 
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(40) 入江，前掲（註8)11-16頁。

(41) Restatement (Second) of Trusts § 170 (1); Calif. Civil Code § 2228（前

段）． Cf.Calif. Civil Code §§ 2229-34; The Indian Trusts Act §§ 14, 51 

-52．邦語による文献として，四宮和夫， 受託者の忠実義務，信託の研究208

頁以下参照。

(42) Scott, supra note 14, at § 495. 

(43) 拙稿，前掲（註30)。

(44) 拙稿受益者の準物権的権利ー第三者のためにする契約と信託の関係につい

て一， 127会報信託4頁以下 (1981)参照。

(45) 拙稿受託者の財産管理権と信託財産の法主体性について一財産管理制度と

しての信託について一， 131会報信託 (1982)掲載予定。

第 2章物権的取決めとしての信託設定

ー一特に信託宣言の成立要件

1. わが信託法第1条は，信託が成立するためには，「財産権ノ移転其ノ他
(46) 

ノ処分ヲ為」すことを要件としているが，英米法系においても，生存者間の通

常の信託の設定には，（1）信託を設定する旨の設定者の意思表示，および，（2）受
(47) 

託者への信託財産の譲渡が要件とされている。

わが国の代表的な通説的見解によれば，生前信託の場合の信託契約は，「委

託者が信託の目的に従ひ，一定の財産権に付き，移転其他の処分を為さんこと
(48) 

の申込を為し，之に対し受託者が承諾を為すことに因り，成立する」とされ，

したがってそれは，信託法第1条の規定にもかかわらず，債権説的立場から
(49) 

「諾成契約の性質を持つ」ものとされてきた。

これに対し，英米法系においては，信託の設定＝受益権の発生は，「契約」

の次元というよりは，むしろ「譲渡行為」 (conveyance) として観念されてき
(50) 

た。譲渡行為たる財産処分 (dispositionof property)には，贈与による譲渡，

遺贈による譲渡，売買による譲渡などがあるが，信託行為も，かかる財産権処
(51) 

分の一方法と観念されている。
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そして，信託（設定）行為の実質的な相手方は，受託者というよりもむしろ

受益者とされ，信託（設定）行為は，委託者が受益者に対しニクイティ上の物
(52) 

権的権利 (equitableinterest, equitable estate)を与える行為とされてきた。

かくして，信託関係は，信託財産を中心とした受益者と受託者に対する関係と

して構成されるに至ったが，これに対し，信託（設定）行為は，委託者対受益
(53) 

者間に実質を有する行為 (transaction)として位置づけられてきたのである。

英米法系における信託（設定）行為は，贈与の場合と同様，財産権を自己の

財産圏から分離するという，現実の給付＝「財産権の移転」が成立要件とされ

ている。もっとも将来信託を設定するという約束は，約因その他の契約の成立

要件を具備すれば，契約としての法的保護を与えられるが，かかる信託設定契

約は，「信託」とは区別された「契約」法上の問題として法的に処理されてき
(54) 

た。

このように，信託は，あくまで財産権の移転 (conveyance)により設定され，

通常は現実の給付なくして信託の設定はありえない， とされる。このことは，

信託（設定）行為に「（封建的）占有引渡」 (liveryof seisin) の観念が潜在
(55) 

的に存在してきたことを物語っている。

この点で，英米法系における信託（設定）行為は， ローマ法ないしわが国の

要物契約（英米では， ‘‘realcon tract’'という）に類似する面はあるが，それは
(56) 

結局アナロジィたるに止まり，わが民法の要物性は沿革的にそうであったとい

う以上の意味はなく，したがってまた，そう厳格に解されることもないのとは，
(57) 

対照的である。英米法系において，「信託」 と「契約」 とが，相対立する法的

カテゴリィに属する，とされているのは，前者が財産法的構成をとることから

来ているのである。

かくして，英米法系における信託（設定）行為は，贈与の場合と同様，財産

権の移転を要件とする一方的債務負担行為としての性質を有し，「受託者が欠
(58) 

けても失効しない」のが原則である。それ故，信託（設定）行為は，委託者1
(59) 

人1個の意思表示だけで成立する単独行為としての性質を有するといえようか。

いずれにせよ，契約の場合と異なり，受託者ないし受益者による承諾は要件と
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(60) 

されていないことに注意する必要があろう。

. 2. これに対し，信託設定者が生前の単独行為により自ら受託者となる「信

託宣言」の場合にも，受託者への「信託財産の譲渡」が要件とされるであろう

か。

英米法系においては，わが信託法第1条の通説的解釈と異なり，委託者が自
(61) 

らそのまま受託者となる「信託宣言」が19世紀初頭以来認められてぎた。信託

言の有効性は，主として約因 (consideration)をめぐる信託の判決例を通じて

宣論議されてきた。というのは，信託（設定）行為は，財産権の移転を伴わな
(62) 

い場合は，約因が必要である，と解されてきたからである。しかし，英米法系

にあっては，信託宣言は，将来何らかの行為をする約束としてではなく，設是
(63) 

時に信託財産に対する受益権を移転する行為と観念されている。

では，委託者が受託者となるため，財産権の現実の移転が要件ではなくなる

信託宣言の場合には，財産権の移転の実質はいかなる行為に見出されるのであ

ろうか。
(64) 

信託宣言を最初に認めた古典的先例は， 1811年のパイ事件であり，それは丁

度イギリス法に大陸法的な意思理論が影響を与えはじめた頃に当る。この事件

においてエルドン卿は，従来「エクイティは無償取得者を保護せず」 (Equity

will not aid a volunteer) とされてきた法準則を放棄し，信託宣言は約因な

しでも有効に成立する，と判示するに至った。この事件においては，「当事者

がある株券 (stock)の受託者になると自ら宣言した場合，当該株券はそれ以上
(65) 

の要件なしに受託者の財産となる」とされ，信託宣言による信託設定の要件と

してその意思表示だけでよい，と判示されるに至った。

この事件以降の主たる争点は，信託宣言は，（1）信託を設定する旨の設定者の

意思表示だけで，要件として必要かつ十分であるのか，それとも，（2）プラス・

アルファとして，受託者への財産権の譲渡に代るものが必要とされるか，とい

う点に関する。
(66) 

この点に関し， 1867年のリチャードスン対リチャードスン事件およびモーガ
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(67) 

ン対モールスン事件は，大陸法的意思理論の強い影響の下に，パイ事件を踏襲

し，それぞれ引渡前の無償捺印譲渡証書 (voluntarydeed of ass~gnment) お

よび非捺印証書（引渡済）による贈与約束に対して信託宣言としての効力を認
(68) 

めたが，これらの 2判決は， 7年後の1874年のリチャーズ対デルブリッジ事件

により覆されるに至る。

この事件は，「工場を与える旨の覚書」により信託宣言が成立したか否かが

争点となった事案であるが，その要件に関しジェセル裁判官は次のように判示

するに至った。「信託宜言に効力を付与するに必要な唯一のこと， すなわち，

不可欠のことは，贈与者，譲与者等が信託宣言の時までに自己のものであった..... ·• 
権利を完全に分離し (absolutelypart with)，その点に関し自己の権利を法律

上有効に移転し (effectivelychange)，当該財産を少なくとも権利について自
(69) 

己の支配圏の外におかなければならないことである」と。

この判例の流れは， 20世紀前半のアメリカの判例にも引き継がれて行く。た
(70) 

とえば， 1902年のヒッコック対バンティソグ事件において，信託財産たる 3千
.... 

ドルは分離され (setapart)， または信託の目的物となりうるような方法で識
(71) (72) 

別されていなければならない，とされ， 1916年のモレラ対クーパ事件において

は，「金銭を取得し，その後それを信託として保有するという単なる約束は，... 
少なくとも当該金銭が約束に従って取得されたといえるほど既履行の状態に置

(73) 

かれるまでは，信託の設定があったとはいえない」とされ，また1930年のブラ
(74) 

ウン事件においては，「信託宣言は， 単なる意思だけではなく， 履行された行
(75) 

為 (actperformed)の宣言を意味する」とされた。

これらの事件は，「大法官が，贈与的な信託宣言において， ェクイティ上の

（物権的）権利の譲渡の実質 (substanceof a conveyance of the equitable 
(76) 

interest)があると判断した」 (Pound)事件と見ることができよう。すなわち，

信託宣言が成立するためにも，単なる「設定者の意思表示」だけでは足りず，
．．．． 

プラス・アルファとして「信託財産の固有財産からの特定・分離」等により，

通常の財産権の移転に対応する物権的行為の実質が存在することが，要件とさ
(77) 

れているといえよう。
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(46) 信託法第1条の規定は， Restatement(Second) of Trusts § 17(b)にいう

"a transfer inter vivos by the owner of property to another person’'の要

件を具備している。しかしながら，わが信託法の母法といわれているキャリフ

ォーニア州民事法典は，フランス法の影響を受けたためか，債権説の立場に立

っており，財産権の移転が要件とされていないことに注意。 Calif.Civil Code 

§ 2221 ("[A] voluntary trust is created, as to the trustor and beneficiary, 

by any words or acts of the trustor, indicating with reasonable certainty: 

1. An intention on the part of the trustor to create a trust, and, 2. 

The subject, purpose, and beneficiary of the trust."); § 2222 ("[A] vol-

untary trust is created, as to the trustee, by any words or acts of his 

indicating, with reasonable certainty: 1. His acceptance of the trust, 

or his acknowledgment, made upon sufficient consideration, of its exis-

tence, and, 2. The subject, purpose, and the beneficiary of the trust."). 

これに対し，イギリス信託法を比較的忠実に反映しているとみられるイソド信

託法は，財産権の移転を要件としている点に注意。 TheIndian Trust Act § 6 

("[A] trust is created when the author of the trust indicates with rea-

sonable certainty by any words or acts (a) an intention on his part to 

create thereby a trust, (b) the purpose of the trust, (c) the beneficiary, 

and (d) the trust-property, and (unless the trust is declared by will or 

the author of the trust is himself to the trustee) transfers the trust-pro-

perty to the trustee.") (Emphasis added). 

(47) Restatement (Second) of Trusts §§ 23-27.信託行為には，信託という文

言を用いる必要はなく，意思表示の解釈によって信託設定の意思表示があった

と認められれば足り， それ以上になんら特別の方式を必要としない。 Id.at 

§ 24. しかし，信託財産と考えられる物の譲渡を受けた者に， 単なる道徳的義

務を負わせるに過ぎず，法的に拘束する意思が明らかでない場合には，信託と

はならない，とされている。また，いわゆる「懇願的言葉」 (precatorywords), 

たとえば， ‘‘wish", "hope’'などは， かつては信託設定の意思ありと解される

ことが多かったが， 近時の判例は， これを否定的に解する傾向にある。 Id.at 

§ 25. Scott, supra note 14, at § 17. わが信託法における信託設定要件とし

て以上の 2要件の他に，あるいはその前提として， いわゆる「三大確定性」

- 36 -



英米信託法の基本的構造 (1)

(three certainties) といわれている「信託財産」，「信託目的」および「受益

者」を適法に指定しなければならない， とされることが多い。四宮，前掲（註

5) 48, 51-52頁。キャリフォーニア州民事法典およびイソド信託法は，いず

れも「三大確定性」を要件としていることから， これらの影響によるものと思

われる。 Calif.Civil Code §§ 2221 (b), 2222 (b) ; The Indian Trust Act § 6 

(a) (b) (c)． なお，土地に関する信託については， 詐欺防止法（Statuteof 

Frauds)により，その証拠として設定者の署名ある書面が要求され，遺言による

信託の設定には，遺言法により要求される方式を具備することが要件とされる。

(48) 入江，前掲（註8)22頁。

(49) Id. 

(50) Restatement (Second) of Trusts, Introductory Note of the Creation of 

a Trust at 57-58. 

(51) Id. at 57. 贈与と信託とは， 目的物の引渡が要件とされている点で共通し

ているが，贈与は，譲受人の利益のための譲渡であるのに対し，信託は，第三

者の利益のための譲渡である点で区別される。両者は，英米法上微妙な接点を

形成しているが，信託設定者がはじめから信託宣言の意思を表示すれば，信託

の目的物の引渡がなくとも有効になされる場合であっても，贈与の目的物の引

渡がないため無効とされる贈与を，信託宣言と再構成し，信託宣言として有効

とすることは許されない。次に，遺贈と信託とは，前者が一定の方式を要件と

しているのに対し， 信託は， 詐欺防止法 (Statuteof Frauds)の適用ある場

合を除ぎ，無方式であるのが原則である。第 3に，売買と信託とは，前者の売

買契約が将来財産権を処分するという約束であるのに対し，後者の信託は，現

在財産権を処分することを指す。もっとも，前者でも現実売買 (sale)は契約

ではなく，財産権の処分を意味する。

(52) Lawson, supra note 13, at 10 ; Restatement (Second) of Trusts § 2, 

Comment f. 

(53) Restatement (Second) of Trusts § 200, § 14, Comment c ; Palmer, supra 

note 31, at 357. 

(54) Restatement (Second) of Trusts § 30, § 26. 信託設定者が現在の信託を

設定する意思を表示しておらず，ただ単に，将来，信託を設定しようとする意

思を表示しているに過ぎない場合は，信託は現在設定されたことにはならない。

信託の設定は， 「現在」財産権を処分することであり， 「将来」処分をなすと
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いう約束 (undertaking)ではない。「信託の設定」と「契約の成立」とは，明

確に区別することが重要である， とされている。すなわち，「生前行為で， そ. .....  
の意思表示の後に信託を設定するという意思表示は，信託設定の効力を生じな

い」(§26)が， このような「信託を将来設定しようとする約束は，強制可能な

契約の要件と一致する場合にかぎり，強制することができる」 (§30)。それ故，

将来の信託設定は，「信託設定」の問題ではなく，「契約成立」の問題であり，

もっばら契約法の問題として処理されることになる。したがって，その成立の

ためには，「約因」 (consideration)ないし「約束的禁反言」 (promissoryes-

toppel)が存在しなければならない。なお，信託設定者が，現在の譲渡という

文言を用いてはいるが，いまだ自己が譲渡しようと考えている財産権について

の所有者でない場合料結果は同様である。

(55) R. Pound, Consideration in_ Equity, 13 Ill. L. Rev. 667, 674 (1919). 

(56) Id. at 669. 

(57) 我妻栄，債権各論中巻[1]350-52頁 (1957)。

(58) "Trust shall not fail for want of a truste~". 

(59) C. D. Wulf, The Trust and c_orresponding Institutions in the Civil 

Law 2.8 (1965) ("a unilateral declaration of the settlor", "the sole decla-

ration of the settlor"); Scott, supra note 14, at § 23 ("only if the settlor 

properly manifests an intention to create a trust."). 

(60) Restatement (Second) of rrusts _§§ 35-36. See als? Adams v. Adams, 

21 Wall. (88 U.S.) 185 (1874) （受託者）； Matterof Brown, 25_2 N.Y. 366, 

169 N. E. 612 (1930)．英米信託法においては，設定意思の表示があれば足り，

表示された信託設定の意思が（信託行為の形式上の相手方である）受託者に伝

達されることを必要としないし，また，表示された信託設定の意思が（信託行

為の実質上の相手方である）受益者に伝達されることを必要としない。

(61) 信託宣言の有効性は，主として約因 (consideration)をめぐる信託の判例を

通じて有償か無償かの問題を中心に発達してきた。元来，「信託の設定」は，

「財産権の移転」を伴わない場合には， 約因がなければ有効になしえないもの

としてあっかわれ，「ニクイティは，無償取得者を保護せず」 (Equitywill not 

aid a volunteer)と解されてきた。かかる伝統的な発想があるなかで，無償の

信託宣言を認めるに至つた最初の古典的先例が，他ならぬ Ex_Parle Pye, 18 

Ves. 140,.34 Eng. Rep. 271 (1811)である。信託宣言とは，財産のコモン・
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ロー上の所有者が自己を受託者としてコモン・ロー上のタイトルを移転しない

で自己から受益的所有権を奪い，爾後自己は他人を受益者として財産の権利を

保有する旨の意思表示をすることにより， 信託設定をする場合をいう (Rich-

ards v. Delbridge (1874), L. R. 18 Eq. 11)。このように信託宣言は，通常の

設定要件たる財産権の移転が行われず，信託設定者が依然信託財産の権利者で

あって，ただ爾後受益者のため財産を保有する旨宣言するのであるから， 日本

法流に考えれば「債務を負う契約」のようであるが，英米法では「将来信託を

設定する約束」と「信託の設定行為」とを区別し，「将来信託を設定する約束」

は契約 (contract) と見てその成立に約因または捺印証書を要するものとする

が，「信託宣言」は将来なんらかの行為をする約束としてではなく， 信託財産

に対する受益権を，その時に移転する行為と観念され，それは約因なしで有効

に成立するとされている。 Scott,supra note 14, at § 30. 

(62) Ex parte Pye, 18 Ves. 140, 34 Eng. Rep. 271 (1811). Scott, supra note 

14, at § 28; G. G. Bogert, Trusts and Trustees §§ 201-02 (1935). See 
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